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4.1.1 概要 
この章では、食品衛生申請等システムの「健康被害報告機能」の操作手順について説明します。 

 

●健康被害報告機能とは 
「健康被害報告機能」は、いわゆる「健康食品」との関連が疑われる健康被害が生じたという情報を得た場合に、その
詳細を報告する機能です。 
●健康被害報告のステータス遷移 
「健康被害報告機能」における、業務の流れは次のとおりです。 

■事業者（代理を含む）が報告者となる場合のステータス遷移 

 
■健康被害報告ステータス一覧 

ステータス 内容 

01：未届 一時保存した状態 
※一時保存したデータは 30 日間保存されます。 

02：確認待(保健所) 事業者が保健所へ登録を行い保健所の確認待ちとなっている状態 

03：確認待(都道府県等) 保健所が都道府県等本庁へ登録を行い都道府県等本庁の確認待ち
となっている状態 

04：確認待(厚労省) 都道府県等本庁が厚生労働省へ登録を行い厚生労働省の確認待ち
となっている状態 

05：修正待(差戻し)  保健所から事業者へ差戻され、事業者の修正待ちとなっている状態 

06：取下げ済 事業者が報告を取り下げた状態 
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4.2.1 健康被害情報の新規登録 
健康被害情報について、食品等事業者が新規登録するための機能です。 

健康被害情報の登録方法には、「ファイル取込みからの登録」と「新規報告」があります。登録完了後、整理番号が

発番され、登録を行った旨、管轄する保健所にメール通知されます。 
 

(1) 健康被害情報の新規登録画面を起動します 

■Top メニュー画面（健康被害情報の登録画面へのアクセス） 
トップメニューの「健康被害情報の登録・検索」ボタンを押下します。 
＜トップメニュー＞ 

 
「健康被害情報一覧」画面が開きます。 
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【健康被害情報一覧画面】 
 

■ファイル取込みからの登録方法  
健康被害報告の帳票(EXCEL)をダウンロードして、EXCEL 上で記載した報告内容を取り込むことができます。 
 
＜健康被害情報新規登録（ファイル取込みからの登録方法）＞ 

 
① 帳票フォーマットをダウンロードします。 
   帳票フォーマットを利用して健康被害情報の内容を記入します。 
 
② ファイルの選択で記入した帳票フォーマットを選択します。 
 
③ アップロードボタンを押下してファイルを取り込みます。 

※アップロードに使用できるのは帳票フォーマットからダウンロードした形式のファイルのみになります。 
 
  

③ 
① ② 
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【帳票フォーマット】 
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＜健康被害情報一覧＞ 

 
・アップロードして取り込んだ情報はステータス「未届」(一時保存状態)として作成されます。 
・未届データを編集するには、 
 ① 「修正」ボタンを押下してください。 
※登録方法は「19 ページから 22 ページ」を参照。 
・アップロードしたデータが不要な場合は、 
 ② 「削除」ボタンで削除を行えます。 
※削除できるのは「未届」状態のものだけです。保健所に報告を行った情報は、取下げだけが可能です。 
※一時保存された未届の情報は、一時保存した日から 30 日経過すると自動的に削除されます。 
 
 
  

① ②
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■新規報告からの登録方法 
健康被害報告の帳票(EXCEL)からの取込み機能を利用せず、新規で健康被害報告を登録することができます。 
 
＜健康被害報告新規登録（新規報告からの登録方法）＞ 

 
「新規報告」ボタンを押下して登録を開始します。 
健康被害情報の登録ページが開きます。 
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(2) 健康被害情報の各項目を入力します 

健康被害情報の登録は、「健康被害情報＞＞基本情報」ページから入力を行います。 
登録画面は複数のタブ画面で構成されていますので、各タブで報告内容を入力してください。 
報告内容の登録は、最後のタブ画面で「登録」ボタンを押下します。 
※データ入力の不整合は登録時に一括チェックされます。 
 
必須入力項目の入力フィールドがオレンジ色になっているものは、必ず入力または選択してください。 
必須入力項目の入力フィールドが青色になっているものは、条件によって必ず入力または選択が必要です。 
＜健康被害報告 >> 基本情報登録＞ 
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【共通操作】  
・各タブ画面で「前へ」ボタンをクリックすると、１つ前のタブ画面に遷移します。  
※先頭のタブには表示されません。 

・各タブ画面で「次へ」ボタンをクリックすると、１つ後のタブ画面に遷移します。 
 ※最後のタブには表示されません。  
・各タブ画面で「一時保存」ボタンをクリックすると、入力していた情報が一時保存されます。 
 ※登録確認タブには表示されません。 
 一時保存された情報は、ステータスが「未届」で保存され、「戻る」で戻った健康被害情報一覧画面で確認できます。  
・各タブ画面で「戻る」ボタンをクリックすると、健康被害情報一覧の画面に遷移します。 
 画面遷移の確認ダイアログが表示されますが、一時保存しないで戻った場合は、入力した情報が失われます。 
 
■基本情報登録 

 
【報告者情報】 
事業者が報告者となる場合、会社名、所在地、電話番号はログインした食品等事業者のアカウント情報が自動で表
示され編集はできません。 
※ファイル取込みした情報よりアカウント情報が優先されます。 
都道府県名（保健所名）は、事業者の所在地を基に自動的に設定されます。 
 
【担当者情報】 
事業者が報告者となる場合、ログインした食品等事業者のアカウント情報が自動で表示されますが、編集することがで
きます。 
※ファイル取込みした情報よりアカウント情報が優先されます。 
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【該当する健康食品の情報】 
「許可番号」の情報は、特定保健用食品を選択した場合だけ入力してください。 
「届出番号」の情報は、機能性表示食品を選択した場合だけ入力してください。  
※これらの番号は消費者庁で発番された情報を入力します。 
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＜健康被害報告 >> 1-1.該当する製品情報登録＞ 

 
各入力欄やチェック項目に製品の情報の記入と設定を行ってください。 
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＜健康被害報告 >> 1-2.該当する製品情報＞ 

 
各入力欄やチェック項目に製品の情報の記入と設定を行ってください。 
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＜健康被害報告 >> 2-1.摂取者に関する情報＞ 

各入力欄やチェック項目に摂取者に関する情報の記入と設定を行ってください。 
 
【摂取者個人情報について】 
※摂取者個人情報について「同意する」で、氏名、連絡先(住所・電話番号等)の入力がある場合でも閲覧権限は
管轄の自治体に限られます（厚生労働省等では閲覧できません）。  
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＜健康被害報告 >> 2-2.摂取者に関する情報＞ 

各入力欄やチェック項目に摂取者に関する情報の記入と設定を行ってください。 
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 ＜健康被害報告 >> 3.受診情報＞ 

各入力欄やチェック項目に受診情報の記入と設定を行ってください。 
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＜健康被害報告 >> 4.医師の診断結果＞ 

各入力欄やチェック項目に医師の診断結果の情報の記入と設定を行ってください。 
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＜健康被害報告 >> 5.届出状況・その他＞ 

 
各入力欄やチェック項目に届出状況とその他の情報の記入と設定を行ってください。 
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【ファイル添付方法】 
添付資料の有無で「あり」を設定すると「ファイル添付」ボタンが表示されます。 
 
＜健康被害報告 >> 5.届出状況・その他＞ 

 

「ファイル添付」ボタンを押下すると添付ファイル画面に遷移します。 
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＜健康被害報告>>送付ファイル＞ 

 

① 「ファイルの選択」ボタンを押下して添付するファイルを選択します。 

② 添付ファイルのタイトル（ファイル名）は、内容を把握し、保存・管理しやすくするために、具体的に記載ください。 

※添付する際に、添付ファイル、ファイル名及びタイトル名にも個人情報が含まれないようご注意ください。 

③ 「設定」ボタンを押下するとファイルが登録され、「５．届出状況・その他」のページに戻ります。 

 

 

 

■対象ファイル 

対象ファイルは下記形式のファイルとなります。 
● 画像系ファイル(png,jpg,gif,jpeg,bmp) 

● Office 系ファイル(xls,xlsx,doc,docx,ppt,pptx) 

● PDF 系ファイル(pdf) 

● テキストファイル(txt) 

添付可能なアップロードのサイズは最大 3MB となります。 

 

 

 

  

③

①②
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(3) 登録確認 

タブの「登録確認」ボタンを押下すると健康被害情報を登録する画面に遷移します。 
 
＜健康被害情報 ＞＞ 登録確認＞ 

 
画面を開くと入力内容のチェックが自動で行われチェック結果が表示されます。 
エラーがなければ、「登録」ボタンを押下して、新規登録を行います。 
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【エラーがある場合】 

登録内容にエラーがある場合「詳細」ボタンを押下すると、エラーがあるタブに遷移します。 
 
＜健康被害情報 ＞＞ 登録確認＞ 
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健康被害報告 >> 2-1.摂取者に関する情報＞ 

 

 
エラーがあるタブに遷移すると、エラー箇所が赤く表示されます。 
エラー内容の修正を行って、再度「登録確認」タブに戻りエラー内容を確認します。 
全てのエラーを確認し修正を行ってください。 
 
 
 
 
エラーがないことを確認したら「登録」ボタンを押下します。 
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＜健康被害情報 ＞＞ 登録確認＞ 

 
「登録」が完了すると、整理番号を発番し、完了画面に遷移します。 
 
 
＜健康被害情報登録 ＞＞ 完了＞ 

 
「戻る」ボタンを押下すると、健康被害情報一覧画面に戻ります。 
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＜健康被害情報一覧＞ 

 
登録された健康被害情報のデータが保健所に届出されるとステータス「確認待(保健所)」の状態になります。 
 
■状況に応じて表示されるステータスは以下のとおりです。 

ステータス 内容 

01：未届 一時保存した状態 
※一時保存したデータは 30 日間保存されます。 

02：確認待(保健所) 事業者が保健所へ登録を行い保健所の確認待ちとなっている状態 

03：確認待(都道府県等) 保健所が都道府県等本庁へ登録を行い都道府県等本庁の確認待ちとなっている状態 

04：確認待(厚労省) 都道府県等本庁が厚生労働省へ登録を行い厚生労働省の確認待ちとなっている状態 

05：確認済(厚労省) 厚生労働省が受付した状態 

06：修正待(差戻し) 保健所から事業者へ差戻され、事業者の修正待ちとなっている状態 

07：再確認待(保健所) 都道府県等本庁から保健所へ差戻され、保健所の確認待ちとなっている状態 

08：再確認待(都道府県等) 厚生労働省から都道府県等本庁へ差戻され、都道府県等本庁の確認待ちとなっている
状態 

09：取下げ済 事業者が報告を取り下げた状態 
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4.2.2 報告した健康被害情報の閲覧と修正 
(1)健康被害情報の登録・検索画面を起動します  

■報告した健康被害報告の閲覧と修正方法 

トップメニューの「健康被害情報の登録・検索」ボタンを押下します。 
 
＜トップメニュー＞ 

「健康被害情報一覧」画面が開きます。 
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■報告した健康被害情報を「閲覧」する場合 

ステータス「確認待(保健所)」は、保健所の確認待の状態です。 
「詳細」ボタンを押下すると、登録中の情報を閲覧できます。 
 
＜健康被害情報一覧＞ 

 
※「詳細」ボタンが表示されている情報は、保健所、都道府県等本庁、厚生労働省で確認中の状態であるため修正

ができません。 
 修正が必要な場合は、管轄保健所へ連絡し、差戻しを依頼してください。 
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■絞り込み検索 
＜健康被害情報一覧＞ 

届出一覧には、登録した健康被害情報一覧が表示されます。 
 
「絞り込み検索」にチェックを入れると、「整理番号」や「該当する健康食品」「製品名」「情報受付日」で検索できます。 
登録した全ての健康被害情報を含めて閲覧したい場合には、「手続き完了データも表示」 をチェックして検索します。 
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ステータスが未届や、修正待の場合は、「修正」ボタンを押下することで、届出情報を修正する画面に遷移します。 
ステータスが上記以外の場合は、「詳細」ボタンを押下することで、届出中の情報を閲覧できます。 
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■差戻された情報を「修正」する場合 
＜健康被害情報一覧＞ 

保健所から差戻されるとステータスが「修正待(差戻し)」の状態になります。 
「修正」ボタンを押下すると修正を行うことができます。 
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本タブ画面は、差戻された情報の修正時及び閲覧時に表示されます。 
 
＜健康被害情報＞＞コメント・履歴＞ 

 
差戻された場合、保健所からの通知コメントが確認できます。 
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4.2.3 連絡機能 
(1) 健康被害情報の登録・検索画面を起動します  

■連絡機能 
食品等事業者と管轄する保健所間で連絡のやり取りが行える機能です。 
※食品等事業者と管轄する保健所間で連絡のやり取りが行えるステータスが以下の場合のみになります。 

 
 
 
 
 

 
トップメニューの「健康被害情報の登録・検索」ボタンを押下します。 
 
＜トップメニュー＞ 

 
「健康被害情報一覧」画面が開きます。 
  

ステータス 内容 
修正待(差戻し) 保健所から差し戻された状態です。 

確認待(保健所) 登録が完了して保健所の確認待ちの状態です。 

再確認待(保健所) 都道府県等から差し戻され保健所の確認待ちの状態です。 
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(2) 対象となる健康被害情報を選択します 

健康被害情報登録を完了した時に自動で連絡機能も同時に新規登録されます。 
健康被害情報登録が完了すると、管轄保健所宛に事業者からのメッセージとして「新規登録されました。」が送信され
ます。 
 
＜健康被害情報一覧＞ 

 
「連絡」「未読」ボタンを押下すると管轄保健所との連絡機能画面がダイアログ形式で表示されます。 
メッセージの送信・確認ができます。 
 
 
「連絡」ボタンを押下します。 
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■連絡機能で保健所にメッセージを「送信」する場合 
メッセージを入力して「送信」を押下します。 
 
＜健康被害報告 >> 連絡機能（事業者・保健所）＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■「未読」を押下した場合 
保健所からのメッセージを確認できます。 
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新規メッセージを送信すると同時に相手(事業者送信なら保健所宛、保健所送信なら事業者宛)にメール通知されま
す。 
通知されたメール内には URL が記載されており、その URL からログインすることで直接連絡機能画面へと遷移可能と
なっています。 
※自分が送信したメッセージのみ「削除」可能となっており、「削除」ボタン押下後は該当メッセージが『このメッセージは
削除されました』に自動で置き換わります。 
 
■保健所送信から事業者宛 
＜メール内容＞ 
【FAS】健康被害報告連絡通知 
 
【FAS】健康被害報告連絡通知 
食品衛生申請等システムからの通知案内 
 
下記、健康被害報告に関する連絡を 〇〇〇保健所 から受け取りました。 
 
【整理番号】AHE202600106 
【健康食品の種類】機能性表示食品 
【製品名】Manual サプリ 
【連絡内容】 
事業者宛 
 
●ご連絡の内容は以下の URL からご確認ください。 
  
https://i2fas.mhlw.go.jp/faspte/page/login.jsp?next_io=IO_S050601&ser_no=AHE20260010
6 
 
※本メールは送信専用アドレスを使用しているため、返信されても受信できません。 
  ご了承ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


